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 住宅用家屋証明事務施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  平成 21 年 11 月 14 日 

 

 

 

伊勢市長職務代理者 

伊勢市副市長 戸神 範雄     
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伊勢市規則第32号 

   住宅用家屋証明事務施行規則の一部を改正する規則 

 住宅用家屋証明事務施行規則（平成 17 年伊勢市規則第 47 号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第２項第６号を同項第７号とし、同項第５号中「金銭消費貸借契

約書」の次に「、当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書」を、「登記

原因証明情報」の次に「（抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のための

ものであることについて明らかな記載があるものに限る。）」を加え、同号

を同項第６号とし、同項第２号から同項第４号までを１号ずつ繰り下げ、

同項第１号中「登記情報提供システムから」を「インターネット登記情報

提供サービスにより」に改め、「当該照会番号等」の次に「が記載された書

類等を提出することにより登記事項証明書の提出」を、「登記済証」の次に

「（旧不動産登記法（明治 32 年法律第 24 号）第 60 条の規定により交付さ

れた書面をいう。以下同じ。）（認定長期優良住宅について、長期優良住宅

普及促進法第６条第５項の規定により確認済証の交付があったとみなされ

る場合においては、登記事項証明書）」を加え、同号を同項第２号とし、同

号の前に次の 1 号を加える。 

(1) 当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成 20 年法

律第 87 号）第 10 条第２号（以下「長期優良住宅普及促進法」という。）

に規定する認定長期優良住宅（以下単に「認定長期優良住宅」という。）

である場合においては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行

規則（平成 21 年国土交通省令第３号。以下「長期優良住宅普及促進

法施行規則」という。）第１号様式による申請書の副本及び第２号様

式による認定通知書（長期優良住宅普及促進法第９条第１項に規定す

る認定長期優良住宅建築等計画について同法第８条第２項において

準用する同法第７条の規定による変更の認定を受けた場合には、長期
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優良住宅普及促進法施行規則第５号様式による申請書の副本及び第

４号様式による認定通知書。第３項第１号において同じ。） 

 第２条第３項第８号を同項第９号とし、同項第７号中「金銭消費貸借契

約書」の次に「、当該貸付け等に係る債務の保証契約書」を、「登記原因証

明情報」の次に「（抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのもので

あることについて明らかな記載があるものに限る。）」を加え、同号を同項

第８号とし、同項第６号中「耐火性能の基準」の次に「（昭和 56 年３月 31

日建設省告示第 816 号）」を加え、同号を同項第７号とし、同項第２号から

同項第５号までを１号ずつ繰り下げ、同項第１号中「登記原因証明情報」

の次に「（所有権の登記のない家屋を除く。）（認定長期優良住宅について長

期優良住宅普及促進法第６条第５項の規定により確認済証の交付があった

とみなされる場合においては、登記事項証明書）」を加え、同号を同項第２

号とし、同号の前に次の１号を加える。 

(1) 当該家屋が認定長期優良住宅である場合においては、長期優良住宅

普及促進法施行規則第１号様式による申請書の副本及び第２号様式に

よる認定通知書 

 第２条第４項第６号中「金銭消費貸借契約書」の次に「、当該貸付け等

に係る債務の保証契約書」を、「登記原因証明情報」の次に「（抵当権の被

担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな

記載があるものに限る。）」を加える。 

 

  

様式第１号中 (ｱ)第 41 条

  

（ａ）新築されたもの 

（ｂ）建築後使用されたことのないもの 

「 

を 

」 
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「 

(ｱ) 第 41 条 

特定認定長期優良住宅以外 

（ａ）新築されたもの 

（ｂ）建築後使用されたことのないもの に改め、同表

特定認定長期優良住宅 

（ｃ）新築されたもの 

（ｄ）建築後使用されたことのないもの 

 」 

申請書記載要領２の項中「（ｂ）」を「（ｂ）又は（ｄ）」に改め、同表申請

書記載要領４の項中「移転登記の場合に限り」を「上記（ア）（ｂ）若しく

は（ｄ）又は（イ）を○で囲んだ場合に限り」に改め、同表申請書記載要

領７の項中「登記簿」を「登記記録」に改め、同表申請書記載要領８の項

を削る。 

 

  

様式第３号中 (ｱ)第 41 条

  

（ａ）新築されたもの 
「 

（ｂ）建築後使用されたことのないもの を 

」 
 

  

 
「 

(ｱ) 第 41 条 

特定認定長期優良住宅以外 

（ａ）新築されたもの 

（ｂ）建築後使用されたことのないもの

特定認定長期優良住宅 

（ｃ）新築されたもの 

に改める。 

（ｄ）建築後使用されたことのないもの 

 」 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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 伊勢市公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  平成 21 年 11 月 13 日 

 

 

伊勢市長職務代理者 

                 伊勢市副市長 戸神 範雄      
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伊勢市規則第 33 号 

   伊勢市公印規則の一部を改正する規則 

 伊勢市公印規則（平成 17 年伊勢市規則第７号）の一部を次のように改正

する。 

 別表市長印の部     の款に次のように加える。 

  

 

 

 

 

  

戸籍住民課長 １ 

各支所長 ９ 

古印体 だ円 

縦 ６ 

横 ４ 

外国人登録証明

書記載事項及び

住民基本台帳カ

ード記載事項の

認印 

各総合支所生

活環境課長 

３ 

 
 別表市長印（市長の氏）の部     の款を削る。 

   附 則 

 この規則は、平成 21 年 11 月 16 日から施行する。 
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 伊勢市障害者自立支援法施行細則の一部を改正する規則をここに公布す 

 

 

る。 

 

 

 

  平成 21 年 11 月 13 日 

 

 

伊勢市長職務代理者 

             伊勢市副市長 戸神 範雄     
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伊勢市規則第 34 号  

   伊勢市障害者自立支援法施行細則の一部を改正する規則 

 伊勢市障害者自立支援法施行細則(平成 18 年伊勢市規則第 58 号)の一部

を次のように改正する。 

 

    

様式第 15 号（五）中 サービス利用計画作成費の支給内容 

「 

 を 

    」 

 

サービス種別  

「 

 

 
支給量等 

 

に改める。 

支給決定期間   

サービス利用計画作成費の支給内容 
 

 」 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市障害者自

立支援法施行細則に定める様式による用紙については、当分の間、これ

を取り繕って使用することができる。 
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 伊勢市介護保険規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  平成 21 年 11 月 13 日 

 

 

伊勢市長職務代理者 

             伊勢市副市長 戸神 範雄     
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伊勢市規則第 35 号  

   伊勢市介護保険規則の一部を改正する規則 

 伊勢市介護保険規則（平成 17 年伊勢市規則第 83 号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第 22 条の次に、次の 1 条を加える。 

第 22条の２ 省令第 83条の４の４第１項又は省令第 97条の２第１項の規

定による申請書は、様式第 23 号の２によるものとする。 

２ 省令第 83 条の４の４第２項の規定による証明書は、様式第 23 号の３

によるものとする。 

 様式第 23 号の次に、次の２様式を加える。 
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ご
記

入
上

の
注

意
事

項
等

１
．

高
額

介
護

合
算

療
養

費
等

支
給

申
請

に
つ

い
て

（
１

）
医

療
保

険
の

自
己

負
担

額
と

介
護

保
険

の
自

己
負

担
額

を
合

計
し

た
結

果
、

一
定

の
限

度
額

を
超

え
た

場
合

に
、

そ
の

超
え

た
額

が
高

額
介

護
合

算
療

養
費

（
高

額
医

療
合

算
介

護
（

予
防

）
サ

ー
ビ

ス
費

）
と

し
て

支
給

さ
れ

ま
す

。

（
２

）
各

資
格

情
報

欄
に

つ
い

て
は

、
申

請
対

象
年

度
末

日
（

記
載

年
の

７
月

末
日

）
に

加
入

す
る

医
療

保
険

（
介

護
保

険
）

の
資

格
情

報
を

記
載

し
て

下
さ

い
。

（
３

）
国

民
健

康
保

険
資

格
情

報
の

続
柄

欄
、

「
2
.
擬

制
世

帯
主

」
と

は
世

帯
員

が
国

保
の

被
保

険
者

で
あ

る
が

、
世

帯
主

は
国

保
の

加
入

者
で

は
な

い
場

合
を

指
し

ま
す

。

（
４

）
計

算
期

間
の

始
期

及
び

終
期

の
間

に
加

入
す

る
医

療
保

険
（

介
護

保
険

）
に

変
更

が
あ

っ
た

場
合

、
保

険
者

加
入

暦
欄

に
以

前
に

加
入

し
て

い
た

医
療

保
険

（
介

護
保

険
）

の
保

険
者

名
称

（
広

域
連

合
名

称
）

と
加

入
期

間
を

記
載

し
、

　
　

　
ま

た
同

保
険

者
（

広
域

連
合

）
加

入
時

の
自

己
負

担
額

証
明

書
を

添
付

す
る

場
合

に
は

同
証

明
書

整
理

番
号

を
記

載
し

て
下

さ
い

。
添

付
す

る
同

証
明

書
が

な
い

場
合

に
は

、
「

添
付

な
し

」
と

記
載

し
て

下
さ

い
。

　
　

　
な

お
、

申
請

対
象

年
度

末
日

に
加

入
し

て
い

る
医

療
保

険
（

介
護

保
険

）
に

つ
い

て
は

、
当

該
保

険
者

加
入

歴
欄

へ
の

記
載

は
不

要
で

す
。

（
５

）
複

数
名

の
支

給
額

の
同

一
口

座
へ

の
振

込
を

希
望

す
る

場
合

、
該

当
者

の
振

込
口

座
記

載
欄

（
金

融
機

関
名

か
ら

口
座

名
義

人
ま

で
）

は
記

載
せ

ず
、

振
込

先
口

座
管

理
番

号
欄

に
希

望
振

込
先

口
座

の
口

座
管

理
番

号
を

記
載

し
て

　
　

　
下

さ
い

。

　
　

　
例

）
口

座
管

理
番

号
２

の
被

保
険

者
へ

の
支

給
額

を
、

口
座

管
理

番
号

１
の

被
保

険
者

の
口

座
へ

振
り

込
ん

で
ほ

し
い

場
合

、
口

座
管

理
番

号
２

の
被

保
険

者
の

振
込

口
座

記
載

欄
は

記
載

せ
ず

、
振

込
先

口
座

管
理

番
号

欄
に

１
と

　
　

　
　

　
記

載
す

る
。

（
６

）
備

考
欄

に
は

、
以

下
の

内
容

を
記

載
し

て
下

さ
い

。

　
　

①
健

保
組

合
等

被
用

者
保

険
の

被
保

険
者

で
介

護
保

険
の

被
保

険
者

　
　

・
健

保
組

合
等

被
用

者
保

険
の

名
称

、
所

在
地

、
及

び
同

保
険

者
に

お
け

る
計

算
期

間
内

の
受

診
歴

　
　

②
死

亡
・

海
外

移
住

・
生

保
適

用
等

に
よ

り
計

算
期

間
の

途
中

に
被

保
険

者
資

格
を

喪
失

し
た

者
（

た
だ

し
、

介
護

保
険

適
用

除
外

施
設

入
所

・
他

保
険

者
へ

の
転

出
に

よ
る

資
格

喪
失

者
を

除
く

）

　
　

・
被

保
険

者
資

格
を

喪
失

し
た

年
月

日
、

被
保

険
者

資
格

を
喪

失
し

た
事

由

（
７

）
国

民
健

康
保

険
に

お
け

る
高

額
介

護
合

算
療

養
費

は
、

世
帯

主
・

世
帯

員
の

支
給

合
計

額
が

世
帯

主
（

擬
制

世
帯

主
）

の
口

座
に

振
り

込
ま

れ
る

こ
と

と
な

り
ま

す
の

で
、

ご
留

意
下

さ
い

。

（
８

）
２

名
を

超
え

る
対

象
者

を
記

載
す

る
場

合
等

、
複

数
枚

に
渡

る
こ

と
が

わ
か

る
よ

う
、

右
下

の
頁

欄
に

全
体

の
枚

数
と

何
枚

目
か

を
記

載
し

て
下

さ
い

。

（
９

）
介

護
保

険
被

保
険

者
証

が
交

付
さ

れ
て

い
な

い
介

護
保

険
被

保
険

者
に

つ
い

て
は

、
介

護
保

険
情

報
（

保
険

者
番

号
、

被
保

険
者

番
号

、
保

険
者

の
名

称
、

加
入

期
間

）
の

記
載

は
不

要
で

す
。

（
１

０
）

介
護

保
険

で
給

付
制

限
を

受
け

て
お

り
、

自
己

負
担

が
３

割
と

な
っ

て
い

る
方

に
つ

い
て

は
、

そ
の

給
付

制
限

期
間

中
は

自
己

負
担

額
が

零
と

し
て

計
算

さ
れ

る
こ

と
と

な
り

、
高

額
医

療
合

算
介

護
（

予
防

）
サ

ー
ビ

ス
費

の
支

給

　
　

　
が

で
き

な
い

場
合

が
あ

り
ま

す
。

２
．

自
己

負
担

額
証

明
書

交
付

申
請

に
つ

い
て

（
１

）
自

己
負

担
額

証
明

書
の

交
付

を
申

請
す

る
場

合
、

必
ず

同
じ

市
町

村
の

保
険

者
番

号
を

記
載

し
て

下
さ

い
（

２
以

上
の

市
町

村
の

保
険

者
番

号
を

記
載

し
な

い
で

下
さ

い
）

。

（
２

）
各

医
療

保
険

（
介

護
保

険
）

資
格

情
報

ご
と

に
、

複
数

保
険

者
分

の
自

己
負

担
額

証
明

書
が

必
要

で
あ

る
場

合
、

そ
れ

ぞ
れ

の
保

険
者

へ
申

請
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。

保
険

者
記

入
上

の
注

意
事

項

１
．

複
数

枚
に

渡
る

支
給

申
請

の
受

付
時

に
お

い
て

、
右

上
の

支
給

申
請

書
整

理
番

号
に

は
提

出
者

単
位

で
同

一
の

番
号

を
記

載
す

る
こ

と
。

２
．

支
給

申
請

書
整

理
番

号
は

以
下

の
番

号
体

系
と

す
る

こ
と

。

　
「

Ｇ
Ｙ

Ｙ
（

申
請

対
象

年
度

和
暦

、
平

成
の

場
合

、
Ｇ

は
“

４
”

）
＋

保
険

者
番

号
８

桁
（

国
保

保
険

者
の

場
合

、
先

頭
２

桁
を

“
０

０
”

と
し

、
介

護
保

険
者

の
場

合
、

先
頭

２
桁

を
“

９
９

”
と

す
る

）
＋

保
険

者
が

付
す

る
通

し
番

号
８

桁
」

（
計

１
９

桁
）

　
な

お
、

保
険

者
が

付
す

る
通

し
番

号
は

、
申

請
対

象
年

度
ご

と
に

申
請

受
付

順
に

１
か

ら
付

番
す

る
こ

と
。
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年

年

様式第23号の３（第22条の２関係）

〒   　  -
　
　
　　　　　　　　　　　　様

伊勢市介護保険　自己負担額証明書

下記のとおり証明いたします。

ﾌ  ﾘ  ｶ ﾞ ﾅ

氏       名

生  年  月  日 性  別 証明対象年度

自己負担額証明書整理番号

保  険  者  番  号 被  保  険  者  番  号

対  象  と  な  る  計  算  期  間 　　           　　年　  　   月     　　日　～     　　　　　　　

計算期間において被保険者であった期間 　　           　　年　  　   月     　　日　～     　　　　　　　

サービス提供年月 自己負担額
うち70歳～74歳のものに係

る自己負担額
摘要

　　　　　   　年 　  　　月　　   　日

　〒516-8601

　三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号

　　　　　　　　　　　　　　　　　伊勢市長　　　         　　　　　印    

【保険者連絡用】
　（問い合わせ先）

　〒516-8601

　三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号

　　　　伊勢市役所

　　

　（計算結果送付先）
　〒　　　-

15



   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

16



 

 

 伊勢市公共測量作業規程を次のように定める。 

 

 

 

  平成 21 年 11 月 13 日 

 

 

伊勢市長職務代理者 

               伊勢市副市長  戸神 範雄    

                      

17



伊勢市訓令第９号 

   伊勢市公共測量作業規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、測量法（昭和 24 年法律第 188 号、以下「法」という。）

第 33 条第 1 項の規定に基づき、本市が行う公共測量の作業方法等につ

いて必要な事項を定めるものとする。 

 （準用規定） 

第２条 この規定は、作業規程の準則（平成 20 年国土交通省告示第 413

号）を準用する。この場合において、準則の第 1 条第１項中「準則」と

あるのは「規程」と、「第 34 条」とあるのは「第 33 条第１項」と、同

条第２項中「準則」とあるのは「規程」と読み替え、「規程は、」の次に

「伊勢市が行う」を加える。第２条中「公共測量」とあるのは「この規

程を適用して行う測量」と、第３条第２項中「準則」とあるのは「規程」

と、第５条第３項第２号中「準則」とあるのは「規程」と、第７条中「準

則」とあるのは「規程」と、第８条第 1 項中「準則」とあるのは「規程」

と、第 17 条第 1 項中「準則」とあるのは「規程」と、同条第２項中「準

則」とあるのは「規程」と、附則中「準則」とあるのは「規程」と、附

則中「平成 20 年４月 1 日」とあるのは「承認日」と、それぞれ読み替

えるものとする。 

   附 則 

 この訓令は、法第 33 条第 1 項の規定による国土交通大臣の承認を受けた 

日から施行する。 
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伊勢市告示第 73 号 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260 条の２第 11項の規定により、

光の街自治会から次のとおり変更の届出がありましたので、同条第 10 項の

規定により告示します。 

 

  平成 21 年 11 月５日 

 

伊勢市長職務代理者 

伊勢市副市長 戸 神 範 雄     

 

１ 区域 

   変更前 伊勢市二見町光の街 1001 番地１から 1042 番地までの区域 

   変更後 伊勢市二見町光の街区全域 

２ 規約に定める解散の事由 

   変更前 地方自治法第 260 条の２第 15 項において準用する民法（明

治 29 年法律第 89 号）第 68 条第１項第３号及び第４号並びに

第２項の規定による場合 

   変更後 地方自治法第 260 条の 20 の規定による場合 

19



20



21



22



伊勢市議会議員選挙長告示第２号 

 

 

 平成21年11月15日執行の伊勢市議会議員選挙における選挙立会人となるべき者の 

 

くじを行う日時及び場所を、下記のとおり定めましたので、公職選挙法（昭和 25 年 

 

法律第100号）第76条において準用する同法第62条第６項の規定により告示します。 

 

 

  平成 21 年 11 月８日 

 

                  伊勢市議会議員選挙 

                        選挙長 杉 木  仁 

 

               記 

 

１ 日  時   平成 21 年 11 月 12 日（木） 午後５時 30 分 

 

２ 場  所   伊勢市岩渕１丁目７番 29 号 

         伊勢市役所東庁舎４階 第２会議室 
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伊勢市選管告示第 75 号 

 

 

 平成21年11月15日執行予定の伊勢市長選挙及びこれと同時に行う伊勢市議会議員 

 

選挙における不在者投票用紙等の交付場所を、下記のとおり定めます。 

 

 

  平成 21 年 11 月２日 

 

                    伊勢市選挙管理委員会 

                         委員長 杉 木  仁 

 

                 記 

 

１ 伊勢市岩渕１丁目７番 29 号  伊勢市役所東庁舎４階伊勢市選挙管理委員会室 
 
２ 伊勢市二見町江 420 番地１   二見総合支所 
 
３ 伊勢市小俣町元町 540 番地   小俣総合支所 
 
４ 伊勢市御薗町長屋 1221 番地  御薗総合支所 
 
 

24



伊勢市選管告示第 76 号 

 
 
 公職選挙法施行令第 53 条第１項及び第 59 条の４第３項の規定による不在者投票の 
 
投票用紙等を選挙期日の告示の日前に請求を受けた場合にあって、郵便をもって発送 
 
する時は、選挙期日の告示の日の前々日からと定めます。 
 
 
  平成 21 年 11 月２日 
 
                    伊勢市選挙管理委員会 
                         委員長 杉 木  仁 
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伊勢市選管告示第 77 号 

 

 

 平成21年11月15日執行予定の伊勢市長選挙及びこれと同時に行う伊勢市議会議員 

 

選挙におけるポスター掲示場を、別紙のとおり設置します。 

 

 

 

   平成 21 年 11 月７日 

 

                    伊勢市選挙管理委員会 

                         委員長 杉 木  仁 

26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



伊勢市選管告示第 78 号 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）の規定による直接請求、市町村の合併の特例

等に関する法律（平成 16 年法律第 59 号）の規定による合併協議会設置の請求及び地

方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162 号）の規定による解職

請求に必要な選挙権を有する者の数は、次のとおりです。 

 

  平成 21 年 11 月７日 

                    伊勢市選挙管理委員会 

                         委員長 杉 木  仁 

               記 

１  地方自治法第 74条第１項及び同法第 75条第１項並びに市町村の合併の特例等 

に関する法律第４条第１項及び同法第５条第１項に規定する選挙権を有する者の 

総数の 50 分の１の数    

2,189 人 

 

２  市町村の合併の特例等に関する法律第４条第 11 項、同法第５条第 15 項及び同 

法第 61条第 11項に規定する選挙権を有する者の総数の６分の１の数    

18,241 人 

 

３  地方自治法第 76条第１項、同法第 80条第１項、同法第 81条第１項及び同法第 

86条第1項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規定 

する選挙権を有する者の総数の３分の１の数            

               36,481 人 

（参考）永久選挙人名簿登録者総数   109,441 人 
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伊勢市選管告示第 79 号 

 

 

公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 33 条第３項の規定により行う伊勢市長選 

 

挙及びこれと同時に行う伊勢市議会議員選挙の選挙を行う期日を、下記のとおり定め 

 

ます。 

 

 

  平成 21 年 11 月８日 

 

                    伊勢市選挙管理委員会 

                         委員長 杉 木  仁 

 

 

               記 

 

 

 選 挙 の 期 日                   平成 21 年 11 月 15 日 
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伊勢市選管告示第 80 号 

 

 

 平成21年11月15日執行予定の伊勢市長選挙及びこれと同時に行う伊勢市議会議員 

 

選挙における各投票区の投票所を、別紙のとおり設置します。 

 

 

  平成 21 年 11 月８日 

 

                    伊勢市選挙管理委員会 

                         委員長 杉 木  仁 
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 投票区名  所在地  投票所の場所 

1  進　　修  宇治浦田１丁目 10-20  宇治公民館　

2  高麗広  宇治今在家町  551  伊勢市立高麗広公民館

3  修道第１  桜木町  55-1  伊勢市さくらぎ保育所

4  修道第２  久世戸町  5  伊勢市立修道小学校体育館

5  明倫第１  岡本１丁目  18-21  伊勢市立明倫小学校

6  明倫第２  岩渕１丁目  7-29  伊勢市役所本庁舎１階ホール

7  有緝第１  船江２丁目  2-5  伊勢市立有緝小学校体育館

8  有緝第２  船江２丁目  2-29  有緝幼稚園

9  有緝第３  船江３丁目  11-44  船江保育園

10  厚生第１  一之木２丁目  9-13
 一之木ふれあいセンター
（ 旧伊勢市一之木保育所）

11  厚生第２  宮後２丁目　3-21  宮後町公会堂

12  厚生第３  一志町１番４号  伊勢市立厚生小学校

13  早　　修  常磐３丁目  8-9  伊勢市市民武道館

14  中島第１  二俣１丁目  2-17  伊勢市立中島小学校体育館

15  中島第２  中島２丁目  13-4  中島幼稚園

16  中島第３  辻久留３丁目  17-5  社会福祉法人三重済美学院

17  神　　社  神社港  294- 2  伊勢市立神社小学校体育館

18  大　　湊  大湊町1118-194  伊勢市立大湊小学校体育館

19  浜郷第１  神久３丁目  5-46  久志本公民館

20  浜郷第２  黒瀬町  1648  伊勢市立浜郷小学校体育館

21  浜郷第３  一色町  1682  一色町公民館

22  宮本第１  旭町　 349  伊勢市立宮山小学校体育館

23  宮本第２  佐八町  2287  伊勢市立佐八小学校

24  豊浜第１  西豊浜町  1779  伊勢市立豊浜西小学校体育館

25  豊浜第２  東豊浜町　 299  伊勢市立豊浜東小学校体育館

26  北浜第１  有滝町　2638  有滝町民会館

27  北浜第２  村松町  4011-1  村松町民会館

28  北浜第３  東大淀町   201-1  東大淀町民会館

29  城田第１  上地町  1478  伊勢市立城田小学校体育館

30  城田第２  粟野町  1540-1  伊勢市立城田中学校

31  四郷第１  楠部町  2484  伊勢市立四郷小学校体育館

32  四郷第２  朝熊町  1188  朝熊町会館

33  四郷第３  鹿海町   994-1  鹿海町公民館

34  沼木第１  上野町  1215  伊勢市農村環境改善センタ－

35  沼木第２  円座町  1579  円座町自治会館

36  沼木第３  横輪町   294  横輪公民館

37  沼木第４  矢持町菖蒲125-2    伊勢市消防団上野分団矢持班車庫

  平成21年11月15日執行予定　伊勢市長選挙及び伊勢市議会議員選挙投票所設置場所一覧表
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 投票区名  所在地  投票所の場所 

38  二見第１  二見町江  683 江コミュニティセンター

39  二見第２  二見町今一色  3 今一色小学校屋内運動場

40  二見第３  二見町茶屋  209 二見公民館

41  二見第４  二見町山田原  446-1 五峰保育園

42  小俣第１  小俣町本町  3 伊勢市小俣農村環境改善センター

43  小俣第２  小俣町元町  540 小俣公民館

44  小俣第３  小俣町相合  750 小俣中学校体育館

45  小俣第４  小俣町明野  1939 明野小学校体育館

46  小俣第５  野村町里前中道東５番２ 伊勢市小俣児童体育館（北部児童体育館）

47  御薗第１  御薗町高向  686-6 新高公民館

48  御薗第２  御薗町高向  2589-1 高向公民館

49  御薗第３  御薗町長屋  1221 御薗総合支所

50  御薗第４  御薗町上條  1173-1 伊勢市御薗Ｂ＆Ｇ海洋センター
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伊勢市選管告示第 81 号 
 
 平成21年11月15日執行予定の伊勢市長選挙及びこれと同時に行う伊勢市議会議員 

 

選挙における期日前投票所を、下記のとおり設置します。 

 
 
 
  平成 21 年 11 月８日 
 
                    伊勢市選挙管理委員会 
                         委員長 杉 木  仁 
 
                 記 
 

１ 期日前投票所 

   本庁期日前投票所 伊勢市役所東庁舎４階第３会議室 岩渕１丁目７番 29 号 

 

２ 増設する期日前投票所 

   二見期日前投票所  二見総合支所  二見町茶屋 420 番地１ 

   小俣期日前投票所  小俣公民館   小俣町元町 540 番地 

御薗期日前投票所  御薗総合支所  御薗町長屋 1221 番地 

 

３ 増設期間        

平成 21 年 11 月９日（月）～11 月 14 日（土） 
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伊勢市選管告示第 82 号 

 

 

 平成 21 年 11 月 15 日執行の伊勢市長選挙及びこれと同時に行う伊 

 

勢市議会議員選挙における選挙運動に従事する者に対し支給するこ 

 

とができる実費弁償の最高額及び報酬の最高額並びに選挙運動事務 

 

員等に対する報酬の最高額を、別紙のとおり定めます。 

 

 

  平成 21 年 11 月８日 

 

                伊勢市選挙管理委員会 

                     委員長 杉 木  仁 
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 選挙運動従事者及び労務者に対する  

 実費弁償の最高額及び報酬の最高額  

 １ 選挙運動に従事する者１人に対し支給することができる実費弁償の額 

  
 (1)   鉄   道   賃 

  

 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算 

  出した実費額 

  
 (2)   船     賃 

  

 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算 

  出した実費額 

  
 (3)   車     賃 

  

 陸路旅行（鉄道旅行を除く。）について、路程に応 

  じた実費額 

 (4)   宿 泊 料                
 食事料２食分 

      を含む。 

  １夜につき １２，０００円 
 

 (5)   弁 当 料                 １食につき１，０００円、１日につき３，０００円 

 (6)   茶 菓 料                  １日につき５００円 

 ２ 選挙運動のために使用する労務者１人に対し支給することができる報酬の額 

 (1)   基 本 日 額                  １０，０００円 

 

 (2)  超 過 勤 務 手 当                  １日につき基本日額の５割 

 ３ 選挙運動のために使用する労務者１人に対し支給することができる実費弁償 
  の額 

   鉄道賃、船賃及 
  (1) 

 び 車 賃                

  １(1) 、(2) 、(3) に掲げる額 
 

 (2)   宿 泊 料                
 食事料を含ま 

      ない。 

  １夜につき１０，０００円 
 

 ４ 選挙運動のために使用する事務員に対し支給することができる報酬の額 

 (1)   基 本 日 額                  １０，０００円 

 (2)  超 過 勤 務 手 当                  支給できない 

 ５ 専ら法第１４１条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶 
  の上における選挙運動のために使用する者１人及び手話通訳者１人に対し支給 
  することができる報酬の額 

 (1)   基 本 日 額                  １５，０００円 

 

 (2)  超 過 勤 務 手 当                  支給できない 
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伊勢市選管告示第 83 号 

 

 

 平成 21 年 11 月 15 日執行の伊勢市長選挙及びこれと同時に行う伊 

 

勢市議会議員選挙の開票の事務は、公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 

 

号）第 79 条第１項の規定により、選挙会場において選挙会の事務と 

 

併せて行います。 

 

 

平成 21 年 11 月８日  

 

                伊勢市選挙管理委員会 

                     委員長 杉 木  仁 

 

             記 

 

 

 

 

１ 場  所  伊勢市小俣町新村 401 番地１ 

        伊勢市小俣総合体育館 

 

 

２ 日  時  平成 21 年 11 月 15 日（日） 

午後９時 30 分 
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伊勢市選管告示第 84 号 

 

 

 平成 21 年 11 月 15 日執行の伊勢市長選挙及びこれと同時に行う伊 

 

勢市議会議員選挙における選挙会の場所及び日時を次のとおり定め 

 

ます。 

 

 

 平成 21 年 11 月８日  

 

                伊勢市選挙管理委員会 

                     委員長 杉 木  仁 

 

 

             記 

 

１ 場  所  伊勢市小俣町新村 401 番地１ 

        伊勢市小俣総合体育館 

 

 

２ 日  時  平成 21 年 11 月 15 日（日） 

午後９時 30 分 
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伊勢市選管告示第 85 号 

 

 

 平成 21 年 11 月 15 日執行の伊勢市長選挙及びこれと同時に行う伊 

 

勢市議会議員選挙における選挙長及び同職務代理者を、下記のとお 

 

り選任します。 

 

 

  平成 21 年 11 月８日 

 

                伊勢市選挙管理委員会 

                     委員長 杉 木  仁 

 

 

 

    選  挙  長  選挙長の職務を代理すべき者 

   住  所  氏 名    住  所  氏 名 

伊勢市岩渕２丁目 

     ３番５号 
杉木 仁 

伊勢市二見町溝口  

    619 番地２ 
森本 保治
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伊勢市選管告示第 86 号 

 

 

 平成 21 年 11 月 15 日執行の伊勢市長選挙及びこれと同時に行う伊 

 

勢市議会議員選挙の選挙長の行う告示は、伊勢市公告式条例により 

 

ます。 

 

 

 平成 21 年 11 月８日  

 

 

                伊勢市選挙管理委員会 

                     委員長 杉 木  仁 
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伊勢市選管告示第 87 号 

 

 

 

 平成 21 年 11 月 15 日執行の伊勢市長選挙及びこれと同時に行う 

 

伊勢市議会議員選挙における候補者の選挙運動に関する収支報告 

 

書の要旨の公表の方法は、伊勢市役所掲示場において行います。 

 

 

 

 

  平成 21 年 11 月８日  

 

               伊勢市選挙管理委員会 

                    委員長 杉 木  仁 
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伊勢市選管告示第 88 号  

 

 

 平成 21 年 11 月 15 日執行の伊勢市長選挙及びこれと同時に行う伊勢市議会議員選 

 

挙における期日前投票所の投票管理者及びこれを代理すべき者を、別紙のとおり選任 

 

します。 

 

 

  平成 21 年 11 月８日  

 

                    伊勢市選挙管理委員会 

                         委員長 杉 木  仁 
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１　投票管理者 別　　表

（１）本庁期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

二見町溝口６１９番地２ 森本　保治 平成21年11月9日

小俣町元町１７０８番地 村田　　收 平成21年11月10日

御薗町高向１０１４番地 伴野　加代子 平成21年11月11日

二見町溝口６１９番地２ 森本　保治 平成21年11月12日

小俣町元町１７０８番地 村田　　收 平成21年11月13日

御薗町高向１０１４番地 伴野　加代子 平成21年11月14日

（２）二見期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

二見町茶屋８番地３ 山本　忠弘 平成21年11月9日

二見町松下１９７９番地 中川　三郎 平成21年11月10日

二見町茶屋８番地３ 山本　忠弘 平成21年11月11日

二見町荘８６１番地 豊岡　一晃 平成21年11月12日

二見町今一色１０１番地２ 松井　孝彦 平成21年11月13日

二見町茶屋３７０番地５ 濱千代　日出雄 平成21年11月14日

（３）小俣期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

小俣町明野１０５５番地１ 松阪　　一雄 平成21年11月9日

小俣町本町１４２６番地 久保　　　徹 平成21年11月10日

小俣町本町１４２６番地 久保　　　徹 平成21年11月11日

小俣町明野１０５５番地１ 松阪　　一雄 平成21年11月12日

小俣町本町１０番地 西宮　　晴一 平成21年11月13日

小俣町明野１０５５番地１ 松阪　　一雄 平成21年11月14日

（４）御薗期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

御薗町高向６９５番地 森田　耕司 平成21年11月9日

御薗町上條１３１４番地１ 中谷　和生 平成21年11月10日

御薗町高向６９５番地 森田　耕司 平成21年11月11日

御薗町上條１３１４番地１ 中谷　和生 平成21年11月12日

御薗町上條１３１４番地１ 中谷　和生 平成21年11月13日

御薗町高向６９５番地 森田　耕司 平成21年11月14日
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２　投票管理者に事故があり、又は欠けた場合においてその職務を代理すべき者

（１）本庁期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

小俣町元町８８３番地 角谷　　 晃 平成21年11月9日

中島１丁目１１番１７号 伊藤　元樹 平成21年11月10日

神社港４７７番地 南平　貴志 平成21年11月11日

御薗町高向２４６８番地 辻村　美貴 平成21年11月12日

西豊浜町１５５５番地 奥野　進司 平成21年11月13日

通町１８番地６ 中西　正治 平成21年11月14日

（２）二見期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

二見町三津７４９番地２ 三浦　　徹 平成21年11月9日

二見町三津７４９番地２ 三浦　　徹 平成21年11月10日

二見町三津７４９番地２ 三浦　　徹 平成21年11月11日

二見町三津７４９番地２ 三浦　　徹 平成21年11月12日

二見町三津７４９番地２ 三浦　　徹 平成21年11月13日

二見町三津７４９番地２ 三浦　　徹 平成21年11月14日

（３）小俣期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

野村町５５６０番地２ 田端　正美 平成21年11月9日

野村町５５６０番地２ 田端　正美 平成21年11月10日

野村町５５６０番地２ 田端　正美 平成21年11月11日

野村町５５６０番地２ 田端　正美 平成21年11月12日

野村町５５６０番地２ 田端　正美 平成21年11月13日

野村町５５６０番地２ 田端　正美 平成21年11月14日

（４）御薗期日前投票所

住　　　　所 氏　　　　名 職務を行うべき日

御薗町上條１６２番地 中村　　稔 平成21年11月9日

小俣町相合３５１番地 江崎　里美 平成21年11月10日

常磐１丁目５番１６号 太田　博也 平成21年11月11日

小俣町相合３５１番地 江崎　里美 平成21年11月12日

常磐１丁目５番１６号 太田　博也 平成21年11月13日

御薗町上條１６２番地 中村　　稔 平成21年11月14日
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伊勢市選管告示第 89 号 

 

 

 平成 21年 11 月 15日執行の伊勢市長選挙及びこれと同時に行う伊勢市議会議 

 

員選挙における選挙運動に関する支出金額の制限額は、公職選挙法第 194 条第 

 

１項第４号の規定により、下記のとおり定めます。 

 

  平成 21 年 11 月８日  

 

                    伊勢市選挙管理委員会 

                         委員長 杉 木  仁 

 

               記 

 

１ 伊勢市長選挙         11,964,800 円  

 

２ 伊勢市議会議員選挙     4,158,300 円  

 

（算式・法第 194 条） 

伊勢市長選挙 

H21.11.７現在 

  名簿登録者数  × 人数割額  ＋  固定額     ＝   計 

 (109,441 人)     (81 円)      (3,100,000 円)  (11,964,721 円) 

 

 支出限度額（法定制限額） 

 11,964,800 円（百円未満の端数は百円とする） 

 

伊勢市議会議員選挙 

H21.11.７現在 

  名簿登録者数 ÷ 定数 × 人数割額  ＋  固定額     ＝   計 

 (109,441 人)   28 人   (501 円)     (2,200,000 円)  (4,158,212 円) 

 

 支出限度額（法定制限額） 

 4,158,300 円（百円未満の端数は百円とする） 
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伊勢市上下水道事業告示第 46 号 

 

 伊勢市下水道排水設備指定工事店規程（平成 17 年上下水道事業管理規程

第２号）第３条第１項の規定により、伊勢市下水道排水設備指定工事店を

次のとおり指定しましたので、同規程第 13 条第１項の規定により告示しま

す。 

 

平成 21 年 11 月 10 日 

 

             伊勢市長職務代理者        

伊勢市副市長 戸 神 範 雄     

 

 

指定 

番号 
工事店名 所  在  地 指定年月日 

329 ウラノ設備 松阪市田原町 189 番地 14 平成 21 年 11 月６日

330 
リフォーム・

プロ 

度会郡玉城町蚊野 2088 番

地１ 
平成 21 年 11 月６日
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伊勢市上下水道事業告示第 47 号 

 

 流域関連公共下水道の供用を開始するので、下水道法(昭和 33 年法律第

79 号)第９条の規定に基づき、次のとおり告示します。 

その関係図面は、平成 21 年 11 月 17 日から２週間、伊勢市上下水道部下

水道施設管理課窓口に備え置いて、一般の縦覧に供します。 

 

平成 21 年 11 月 13 日 

 

伊勢市長職務代理者 伊勢市副市長 戸神 範雄     

 

１ 供用(下水の処理)を開始する年月日 

  平成 21 年 12 月１日 

２ 供用(下水の処理)を開始する区域 

一之木 1 丁目、一志町、八日市場町、大世古 1 丁目、曽祢１丁目の各

一部 

３ 供用を開始する排水施設の位置 

 縦覧に供する関係図面において表示します。 

４ 当該公共下水道が接続する流域下水道の終末処理場の位置及び名称 

  位置 伊勢市大湊町 1126 番地 

  名称 宮川浄化センター 

５ 供用を開始する排水施設の合流式又は分流式の別 

  分流式 
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伊勢市公告第 97 号 

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 18 条第１項の規定

により、次のように農用地利用集積計画を定めましたので、同法第 19 条の

規定により公告します。 

 

  平成 21 年 11 月２日 

 

             伊勢市長 職務代理者 

伊勢市副市長 戸神 範雄     

 

 「次」は省略し、その関係書類を伊勢市産業観光部農林水産課に備え置

いて縦覧に供します。 
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伊勢市公告第 98 号 

 

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業を施行したいので、土地改

良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 96 条の２第２項の規定に基づき下記事

項を記載した書類とともにこの旨を公告します。 

なお、この事業施行の地域内にある農用地の所有者で、その農用地につ

いて耕作若しくは養畜の業務を営まない者又はこの地域内にある農用地以

外の土地を所有権以外の権原に基づいて使用収益している者で、その農用

地又は農用地以外の土地についてこの事業に参加しようとする者は同法第

３条の規定により、平成 21 年 11 月 16 日までに伊勢市農業委員会に申し出

てください。 

 

 

  平成 21 年 11 月４日 

 

伊勢市長職務代理者  

伊勢市副市長 戸 神 範 雄     

 

１ 公告の内容 

 (1)土地改良事業計画概要書 

（2）議会の議決があったことを証する書面 

（3）土地改良事業の施行に係る地域を記載した図面 

（4）土地改良施設の管理者及び管理方法を記載した書面 

（5）事業費の細目及び資金計画を記載した書面 

（6）受益者が転用された場合の補助金返還措置を記載した書面 

 上記の書類は省略し、その関係書類を伊勢市産業観光部農林水産課（御
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薗総合支所１階）に備え置いて縦覧に供します。 

 

２ 期間 

  平成 21 年 11 月４日から平成 21 年 11 月 10 日までの５日間 

                     （土日祝日を除いた５日間） 
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伊勢市監査委員公表第１４号 

 

 平成２０年度定期監査結果（後期）（意見）に対する措置状況を、地方自治

法第１９９条第１２項の規定により、別紙のとおり公表します。 

 

平成２１年１１月４日 

 

伊勢市監査委員 鈴木 一博 

伊勢市監査委員 浦野 卓久 

伊勢市監査委員 薗田 順一 
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定期監査結果（後期）に対する措置状況 

 

定期監査 

 

【上下水道部】 

所管課等 監査結果（後期）（意見） 措  置  状  況   

水道事業・下

水道事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道事業 

 

 

 

（１）水道料金徴収等業務委託及び

水道施設運転管理業務委託に加え、

今年度から下水道使用料及び農業

集落排水事業使用料の徴収・収納管

理についても民間業務委託を行い、

事務の効率化と経費の削減を図り、

職員数の削減など費用対効果も顕

著であり評価をするところである。

今後とも委託効果については適切

な検証を行うとともに、民間委託の

拡大に向け更なる取り組みを願う

ものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、設計業務の民間委託にあたっ

ては、職員の技術力の維持、向上を

図りつつ推進されたい。 

 

 

 

（１）主要な水源施設の耐震化及び

更新が遅れている老朽水道管の耐

震性鋳鉄管への敷設替については、

災害時のライフライン及び有収率

「実施中」(料金課) 

 「上下水道料金等の窓口・徴収等業務委

託」においては、契約に目標収納率を設定

しその報告を求めるなど委託効果の検証を

行うとともに、平成 21 年度からは、職員が

時間外で対応していた業務を委託するなど

委託範囲の拡大と経費の削減に努めている

ところである。 

 

「検討中」(上水道課) 

 水道事業の維持管理体制は、現在 10 名の

技能労務職員が主になって、休日等も出動

しているが、「民間委託の拡大に向け更なる

取り組み」について、その受け皿となる民

間技術者の育成のため、市の技能労務職員

が講師となって、訓練を行っているものの、

多数の民間業者の従業員が、技術取得をす

るのに時間がかかり又水道事業者の理解も

得なければならず、長いスパンがかかる。

 

「実施中」(上水道課･下水道建設課) 

 設計の大半は民間委託となっています

が、早急な工事については、職員が設計し

ているので、引き続き職員の技術力向上を

図っている。 

 

「実施中」(上水道課) 

 平成 20 年度策定の「伊勢市上水道事業基

本計画」において、事業実施しているが、

今後見直しも含め実施していく。 
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下水道事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

向上の観点からも計画的な整備を

行い、市民生活に不可欠な安全で安

定した水道水の供給を図られるよ

う望むものである。 

 

（２）水道料金については、利用者

負担の公平性及び企業会計の健全

性の維持の観点からも、引き続き収

入未済額の解消に努められたい。 

 

 

 

（１）下水道接続率の向上を図るた

め、供用開始済地区の未接続家庭に

個別訪問やイベント､広報等による

啓発活動に鋭意取組まれているが、

公共下水道の目的である衛生環境

の向上と下水道事業会計の健全経

営のため、なお一層の加入促進に努

められたい。 

 

 

 

 

 

 

（２）下水道事業受益者負担金、下

水道使用料及び農業集落排水事業

使用料については、利用者負担の公

平性及び企業会計の健全性の維持

の観点からも、引き続き収入未済額

の解消に努められたい。 

 

 

 

 

 只、完全実施には、周辺事業（特に下水

道事業等）との関係、及びマンパワー不足

が懸念される。 

 

 

「実施中」(料金課) 

長期滞納者に対する戸別訪問、給水停止を

強化するとともに、新たな長期滞納者を発

生させないよう未納者に対する早期の催告

を行うことにより、未収金の早期回収を図

っている。 

 

「実施中」(下水道施設管理課) 

下水道の普及のため、広報いせやケーブル

テレビを利用した啓発活動のほか、多くの

市民の方が集まる催し物への参加、浄化セ

ンター見学会、市内小学校への出前授業を

実施し、児童に対する啓発も行っています。

さらに、供用開始済地区の未接続家庭には

個別訪問等を行い、下水道への接続をお願

いしている。 

また、流域関連公共下水道の第２期事業認

可区域の整備に伴い、工事説明会・供用開

始説明会等の地元説明会を行い、下水道へ

の理解を求めている。 

 

「実施中」(料金課) 

下水道事業受益者負担金については、滞納

者への訪問交渉、電話催促を積極的に行う

とともに、現年度の収入未済対象者につい

ても、一括納付報奨金案内などの納付促進

を行い収入未済額の解消に努めている。 

下水道使用料及び農業集落排水事業使用料

については、長期滞納者に対する戸別訪問

等を強化するとともに、新たな長期滞納者

を発生させないよう未納者に対する早期の
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催告や水道料金との同時収納を行うことに

より、未収金の早期回収を図っている。 

 

【教育委員会】 

所管課等 監査結果（後期）（意見） 措  置  状  況 

生涯学習・ス

ポーツ課 

 

 

 

 

 

 

 

 

各 小 中 学

校・幼稚園 

(１)学校体育施設開放事業に関す

る使用料の収納金については、利

用者の使用料納付から市が収納

するまで日数を要している。公金

であることに鑑み、より速やかな

納付方法等を検討されたい。 

 

 

 

 

(１)学校備品については、現有備品

と確認の上、台帳の整理をされて

いるところである。寄贈備品につ

いても台帳登録し、適正に管理を

されるよう望むものである。 

 

(２)学校施設については、教育に支

障のない範囲で住民の利用に供

しているが、競技種目によっては

ワックスのはがれ等が発生する

など、学校ではその対応に苦慮さ

れているところである。教育委員

会においては、常に使用状況を把

握されるとともに、学校と連携

し、必要に応じ利用団体に適切な

指導をされるよう望むものであ

る。 

 

(３)学校配当予算については、適性

かつ計画的な執行をされている

ところであるが、図書備品の予算

「検討中」 

使用料については、財務会計システムを

利用した納入方法を検討している。 

納付書を発行することで、納付の迅速化と

納付事務の効率化を図るよう、現在調整を

行っている。 

平成 21 年度は事務手続きの整備と学校

への周知を行い、平成 22 年度から施行す

る予定である。 

 

「措置済み」 

各学校に対し、寄贈備品についても台帳

登録をし、適正に管理するよう指導した。

 

 

 

「実施中」 

施設の利用後は原状回復が原則である

ことからも、破損・汚損等については学

校・利用団体・教育委員会間で連携しなが

ら適切に対処する。 

 

 

 

 

 

 

 

「実施中」 

 各小中学校に対して、計画的な予算執行

を行うよう指導した。 
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執行率が低率なものが見受けら

れたので、教育活動の初期の目的

を達成するためにも、早期購入に

努められたい。 

 

【消防本部】 

所管課等 監査結果（後期）（意見） 措  置  状  況   

消 防 本 部

（署・分署・

出張所） 

(1) 住宅用防災警報器の設置が火

災予防条例で義務付けられ、自治

会や消防団共同購入への働きか

けや広報による周知など積極的

に啓発活動を展開されていると

ころである。火災件数の低減を図

るためには、設置状況の確認も重

要であることから、独居の高齢者

に対しては、民生委員が行う訪問

との連携について検討を願うも

のである。 

 

(2) 救命率を上げるため、各種救

命講習会を積極的に実施されて

いるところである。 

今後も年々増加する開催要望

に応えるため、新たな指導者の育

成を図り、市民が安全で安心して

暮らせるまちづくりの実現に向

け取り組まれるよう期待するも

のである。 

「実施中」 

民生委員の協力を得て、訪問時におけるパ

ンフレット配布と共に設置啓発を行って

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「実施中」 

 今年度において新たな指導者の育成を

行うとともに、随時養成していくものであ

る。 
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随時監査（工事監査） 

 

【上下水道部】 

所管課等 監査結果（後期）（意見） 措  置  状  況   

下水道事業 （１）現場事務所については、打合

せ等労働安全管理上重要であり、現

場事務所の設置・撤去・維持・修繕

に要する費用は、共通仮設費の営繕

費として積算基準の率に含まれて

いるところである。今後は、工事規

模、工事内容に応じた現場事務所の

設置について、基準の作成と特記仕

様書への明記について検討された

い。 

 

（２）工事請負契約約款第 9 条、

第 12 条、第 13 条、第 14 条及び

第 15 条の監督職員についての「職

務権限」「職務内容」をよく理解、

把握されたい。 

「検討中」(上水道課・下水道建設課) 

営繕費として率に含まれているとの指摘

があったが、積算基準はあくまで、標準で

あり、共通仮設費は、指定仮設以外は全て

率での計算であるため、請負金額の少ない

工事では、現場事務所を設置し維持してい

くのは、困難だと考えるので、今後工事規

模において検討していく。 

 

 

「実施中」(上水道課・下水道建設課) 

検査室作成の「伊勢市監督要領」に基づき、

監督職員に指導している。 

 

 

【消防本部】 

所管課等 監査結果（後期）（意見） 措  置  状  況   

消防本部総

務課 

 

（１）現場事務所については、打合

せ等労働安全管理上重要であり、現

場事務所の設置・撤去・維持・修繕

に要する費用は、共通仮設費の営繕

費として積算基準の率に含まれて

いるところである。 

 今後は、工事規模、工事内容に応

じた現場事務所の設置について、基

準の作成と特記仕様書への明記に

ついて検討されたい。 

 

（２）工事請負契約約款第 9 条、第

「検討中」 

 現場事務所は指定仮設ではないため、規

模等について指定することは困難である

が、今後は工事規模に応じ、特記仕様書へ、

設置規模の目安または最低規模等を明記

することを検討していく。 

 

 

 

 

 

「実施中」 
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12 条、第 13 条、第 14 条及び第 15

条の監督職員についての「職務権

限」「職務内容」をよく理解、把握

されたい。 

 検査室作成の「伊勢市監督要領」に基づ

き、監督職員に指導している。 
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財政援助団体等監査 

 

【伊勢市民生委員児童委員協議会連合会】 

所管課等 監査結果（後期）（意見） 措  置  状  況   

（所管課） 

生活支援課 

 

（ア）補助金の経理事務について、

事務補助を担当することは理解す

るところであるが、民生委員協議会

の自主性及び育成の面からも会に

委ねられないか、十分な協議を重

ね、検討を願うものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「未措置」 

現在、市内には１２地区の単位民生委員児

童委員協議会があり、民生委員法で定めら

れたこの協議会の運営は各地区の民生委

員・児童委員自身で行っています。 

 伊勢市民生委員児童委員協議会連合会

は、この１２単位民児協が相互間の連携、

情報収集や共有、委員の資質向上などを目

的に、任意に設立された団体です。 

 本来なら、連合会の運営も委員自身で行

うところではありますが、近年民生委員・

児童委員の業務量は増大し、負担が大きく

なっている状況の中で、行政と市民をつな

ぐパイプ役として欠かせない存在である

民生委員・児童委員の負担を少しでも軽減

するためにも、生活支援課にて連合会の事

務局を持ち、運営事務の補助をしているの

が現状です。 

 その中に経理事務もあるわけですが、経

理事務を遂行する上で、補助金の経理だけ

を切り離すことは不可能であり、現段階で

は運営も含め連合会に委ねることは、考え

ていません。 

 ただ、今後は全庁的な業務削減の中で、

連合会の事務全体のアウトソーシングも

視野に入れて検討をする予定です。 
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【伊勢志摩総合地方卸売市場株式会社】 

所管課等 監査結果（後期）（意見） 措  置  状  況 

伊勢志摩総

合地方卸売

市場株式会

社 

 

 

(1)営業収益については、平成３年

以降単年度黒字を計上しているも

のの、総売上高は近年下がり続けて

おり、平成 22 年度から開始する貸

付金の償還については懸念すると

ころである。取締役会において喫緊

に資金計画を協議され、少しでも早

い償還が可能となるよう具体的な

返済方法を検討されるよう望むも

のである。 

 

 

(2)公共性のある特殊な会社にあっ

て、堅実な経営に向けて努力をされ

ているところであるが、さらに経費

の削減をできるものがないか、固定

費を根本から見直し、将来、売上高

が減少しても安定した利益が計上

できるよう、経営努力していただき

たい。 

「検討中」 

平成21年5月19日に開催した取締役会で、

返済計画を示し経営改善策について協議

を行なった。 

平成 20 年度末現在の借入金残高は 8 億 7

千万円で、借入金の早期返済に向けた方策

について引き続き取締役会で協議を行な

う。 

 

 

 

 

「検討中」 

これまでも市場警備の廃止等一般管理費

の削減を行なってきた。現在、取締役会で

人件費等の削減について検討を行なって

いる。 

 

「一部措置済み」 

人件費の削減について、平成 21 年 4 月 1

日から早朝勤務手当を廃止した。 

このことにより、年間約 100 万円の人件費

を削減できる見込みである。 

 

 

 

【特定非営利活動法人 二見浦・賓日館の会】 

所管課等 監査結果（後期）（意見） 措  置  状  況 

（所管課） 

地域振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア）施設及び備品等の修繕につい

ては、市と指定管理者との間の経費

の負担区分について、より明確とな

るよう基本協定書、年度協定書及び

仕様書の内容整理を行い、適正な公

費負担に努められるよう望むもの

である。 

また、契約更新にあたっては、３年

間の実績を十分に分析・検討し、指

定管理者の主体性やノウハウを活

かした新たな指定管理契約へと繋

「措置済み」 

 年度協定書第４条修繕等で、内容の整理

を行いました。 

 また契約更新については、地域振興を主

たる目的で組織され、地域に根ざした運営

がなされ、団体会員は、周辺地域住民で構

成されており、地域の振興を図るため尽力

されているため、今後も団体の主体性を尊

重しつつ、指導していきたい。 
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賓日館 

 

げられたい。 

 

（ア）入館者数については魅力ある

事業を展開され、基本協定書の実現

に向けて鋭意努力されているとこ

ろであるが、前年比マイナスとな

り、成果目標である有料入館者の前

年度２％増には残念ながら達して

いない状況である。 

今後もまちづくりの拠点施設とし

て創意工夫をこらした新たな事業

を企画され、利用者及び貸室の利用

拡大に向けた運営を期待するもの

である。 

 

 

「措置済み」 

８月には新たな取り組みとして、答礼人形

「ミス三重」お帰りなさい展を実施し、

2,531 人の参加があり、有料入館者は昨年

度対比で 16％の増、また貸室料についても

約６倍の伸びがみられ、まちづくりの拠点

施設として創意工夫されている。 

 

 

 

 

【伊勢市矢持町平家の里振興会】 

所管課等 監査結果（後期）（意見） 措  置  状  況 

（所管課） 

観光企画課 

 

 

 

（１）指定期間満了に伴う事務引継

及び帳簿等の保存については、特に

意をもちいて事務処理を願うもの

である。 

 

 

「措置済み」 

 指摘のあった会計処理の指示事項に基

づき、前指定管理者から決算書等の書類が

期限内（指定管理終了後 60 日以内）に提

出され、帳簿等の保存については、５年保

存することを指導した。 
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